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（保険者努力支援制度）について
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平成３０年度保険者努力支援制度（市町村分） 重症化予防関連

評価指標

県内市町村の達成状況
全て達成 ①～⑤と⑥を達成 ①～⑤と⑦を達成 ①～⑤のみ達成 未達成

２１市町 ３市町 ３市 ３市町 ２４市町村

指標①～⑤ ○ ○ ○ ○ ３０

指標⑥ ○ ○ ２４

指標⑦ ○ ○ ２４

市町村名

千葉市　市川市　船橋市

館山市　香取市　佐倉市

東金市　匝瑳市　旭市

習志野市　柏市　市原市

流山市　鎌ケ谷市　君津市

富津市　九十九里町

神崎町　東庄町　山武市

横芝光町

野田市

四街道市

栄町

木更津市

八千代市

我孫子市

浦安市

芝山町

袖ケ浦市

銚子市　松戸市　茂原市

成田市　勝浦市　鴨川市

酒々井町　八街市

富里市　白井市　印西市

一宮町　睦沢町　長生村

白子町　長柄町　長南町

大網白里市　多古町

大多喜町　御宿町

南房総市　鋸南町

いすみ市

達成
市町村数

以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施しているか。（５０点）

※取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨と保健指導を一体化した取組等の中から地域の実情に応じ適切なものを選択する。

① 対象者の抽出基準が明確であること

② かかりつけ医と連携した取組であること

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること

④ 事業の評価を実施すること

以上の基準を全て満たす取組を実施する場合、その取組は以下を満たすか。

重症化予防の取組の実施状況（平成29年度の実施状況を評価）

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の

　共有など）を図ること

⑥ 受診勧奨を、全ての対象者に対して、文書の送付等により実施していること。また、実施後、対象者の受診の有無を確認し、受診が無い者には

　更に面談等を実施していること。（２５点）

⑦ 保健指導を受け入れることを同意した全ての対象者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方法で実施していること。また、実施後、対象

　者のＨｂＡ１ｃ、ｅＧＦＲ、尿蛋白等の検査結果を確認し、実施前後で評価していること。（２５点）
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保険者努力支援制度のメリット

● 被保険者（住民）の保険料負担の軽減
支援金交付により国保財政の収支が改善し、保険料率の抑制を図ることができる。

● 保険者による重症化予防の取組の促進
保険者による重症化予防の取組の強化（事業実施等）へのインセンティブとなる。

保険者の取組が強化されることにより、

○ 住民の健康の保持・増進

○ 医療費の適正化（保険料負担の軽減）

を図ることができる。
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平成31年度の保険者努力支援制度について
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保険者努力支援制度（市町村分） 各年度配点比較

平成２８年度
（前倒し分）

平成２９年度
（前倒し分）

平成３０年度 平成３１年度

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

加点
（A）に対して
占める割合

共通① （１）特定健診受診率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

（２）特定保健指導実施率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 20 6% 35 6% 50 6% 50 5.5%

共通② （１）がん検診受診率 10 3% 20 3% 30 4% 30 3%

（２）歯周疾患（病）検診 10 3% 15 3% 25 3% 25 2.5%

共通③ 重症化予防の取組 40 12% 70 12% 100 12% 100 11%

共通④ （１）個人へのインセンティブ提供 20 6% 45 8% 70 8% 70 7.5%

（２）個人への分かりやすい情報提供 20 6% 15 3% 25 3% 20 2%

共通⑤ 重複・多剤投与者に対する取組 10 3% 25 4% 35 4% 50 5.5%

共通⑥ （１）後発医薬品の促進の取組 15 4% 25 4% 35 4% 35 4%

（２）後発医薬品の使用割合 15 4% 30 5% 40 5% 100 11%

固有① 収納率向上 40 12% 70 12% 100 12% 100 11%

固有② データヘルス計画の取組 10 3% 30 5% 40 5% 50 5.5%

固有③ 医療費通知の取組 10 3% 15 3% 25 3% 25 2.5%

固有④ 地域包括ケアの推進 5 1% 15 3% 25 3% 25 2.5%

固有⑤ 第三者求償の取組 10 3% 30 5% 40 5% 40 4.5%

固有⑥ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 50 6% 60 6.5%

体制構築加点 70 20% 70 12% 60 7% 40 4.5%

全体 体制構築加点含まず 275 510 790 880

体制構築加点含む（A） 345 580 850 920
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指標① 主な市町村指標の都道府県単位評価【200億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）特定健診受診率・特定保健指導実施率 20（10点×２） 20（10点×２）

（ⅱ）糖尿病等の重症化予防の取組 10 15

（ⅲ）個人インセンティブの提供 10 10

（ⅳ）後発医薬品の使用割合 20 20

（ⅴ）保険料収納率 20 20

体制構築加点 20 15

合計 100 100

指標② 都道府県の医療費水準に関する評価【150億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）平成2８年度の数値が全国平均よりも低い水準である場合 20 20

（ⅱ）平成2８年度の数値が前年度より改善した場合 30 30

合計 50 50

指標③ 都道府県の取組状況に関する評価【150億円程度】 H30年度 Ｈ31年度

（ⅰ）.医療費適正化等の主体的な取組状況

・重症化予防の取組 20 20

・市町村への指導・助
言等

都道府県による給付点検

１０ 10都道府県による不正利得の回収

第三者求償の取組

・保険者協議会への積極的関与 ー 10

・都道府県によるＫＤＢを活用した医療費分析 ー 10

（ⅱ）決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の削減 30 30

（ⅲ）医療提供体制適正化の推進 （30） 25

合計 60 105

保険者努力支援制度（都道府県分） 各年度配点比較

※ 改革施行後の医療費適正化の取組状況を見つつ、アウトカム評価の比重を高めていくものとする
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【共通指標③重症化予防の取組実施状況】

重症化予防の取組の実施状況
（平成29年度の実施状況を評価）

得点
該当保険

者数
達成率

以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組
を実施しているか。

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨
と保健指導を一体化した取組等の中から地域の実情に応
じ適切なものを選択する

50 1,197 68.8%

① 対象者の抽出基準が明確であること

② かかりつけ医と連携した取組であること

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携
わること

④ 事業の評価を実施すること

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道
府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各 都道府
県による対応策の議論や取組内容の共有など）を
図ること

以上の基準を全て満たす取組を実施する場合、その取組
は以下を満たすか。

⑥ 受診勧奨を、全ての対象者に対して、文書の送付
等により実施していること。また、実施後、対象
者の受診の有無を確認し、受診が無い者には更に
面談等を実施していること。

25 970 55.7%

⑦ 保健指導を受け入れることを同意した全ての対象
者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方法
で実施していること。また、実施後、対象者の
HbA1c、eGFR、尿蛋白等の検査結果を確認し、
実施前後で評価していること。

25 955 54.9%

平成31年度実施分

保険者努力支援制度（平成3１年度市町村分）における評価指標

重症化予防の取組の実施状況
（平成30年度の実施状況を評価）

得点

以下の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組
を実施しているか。

※ 取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨
と保健指導を一体化した取組等の中から地域の実情に応
じ適切なものを選択する

50

① 対象者の抽出基準が明確であること

② かかりつけ医と連携した取組であること

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携
わること

④ 事業の評価を実施すること

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道
府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各 都道府
県による対応策の議論や取組内容の共有など）を
図ること

以上の基準を全て満たす取組を実施する場合、その取組
は以下を満たすか。

⑥ 受診勧奨を、①の抽出基準に基づく全ての対象者
に対して、文書の送付等により実施していること。
また、実施後、対象者の受診の有無を確認し、受
診が無い者には更に面談等を実施していること。

25

⑦ ①の抽出基準に基づく対象者のうち、保健指導を
受け入れることを同意した全ての対象者に対して、
面談、電話又は個別通知を含む方法で実施してい
ること。また、実施後、対象者のHbA1c、eGFR、
尿蛋白等の検査結果を確認し、実施前後で評価し
ていること。

25

【平成31年度指標の考え方】

○ 要件の趣旨を明確化する観点から、⑥、⑦の文言を修正する。

平成3０年度実施分
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重症化予防の取組
（平成29年度の実施状況を評価）

30年
度分

該当保険
者数

達成率

・都道府県医師会、都道府県糖尿病対策推
進会議等との連携協定を締結するなど、
市町村における重症化予防の取組を促進
するための支援策を講じている場合

10 45 95.7％

・都道府県版重症化予防プログラムを策定
している場合

10 43 91.5％

【1.医療費適正化等の主体的な取組状況（重症化予防の取組）】

平成30年度実施分

重症化予防の取組
（平成30年度の実施状況を評価）

得点

１．市町村における重症化予防の取組を促進するため、
次の支援策を講じているか。

① 都道府県医師会等の関係団体に対する働きかけ
（連携体制を構築し、会議や研修等の実施）

4

② 糖尿病対策推進会議等に対する働きかけ（連携体
制を構築し、会議や研修等の実施）

4

③ 市町村に対する働きかけ（市町村の現状把握をし
た上で、データの提供や研修、保健所による助
言・支援等の実施）

2

２．都道府県版重症化予防プログラムを策定している場
合、次の事項は含まれているか。

① 都道府県において分析した管内の状況（健診デー
タ・レセプトデータの分析、保険者の取組状況の
把握等）

2

② 各関係者の役割（市町村、都道府県、後期高齢者
医療広域連合、地域における医師会等、都道府県
糖尿病対策推進会議等）

2

③ 関係機関・関係者との具体的な連携方法
（窓口、様式等）

4

④ 抽出方法、介入方法等 2

保険者努力支援制度（平成31年度都道府県分）における評価指標③

平成３１年度実施分

【平成3１年度指標の考え方】

○ 平成30年度の達成状況を踏まえ、より質に着目した指標に修正する。
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